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平成 30 年 9 月 18 日 

奄美大島ねこ対策協議会 殿 

公益財団法人どうぶつ基金 

理 事 長  佐 上 邦 久 

Change org 筆頭呼びかけ人 

N P O 法 人 ゴ ー ル ゼ ロ 

ノネコ支局あまみのねこひっこし応援団 

代 表  齊 藤 朋 子 

NPO 法人動物たちを守る会ケルビム 

代 表 理 事  中 村 吏 佐 

一般社団法人琉球わんにゃんゆいまーる  

代 表  畑 井 モ ト 子 

要請書 

「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」（2018 年度～2027 年度）

に基づき１０年にわたる３０００頭のノネコ駆除が７月１７日から始まりました。計画

によると捕獲された猫は１週間で元の飼い主や譲渡先が見つからなければ殺処分され

ます。これまで捕獲された猫の中には、獣医による不妊手術済みの猫（さくらねこ）も

いて、地域猫や飼い猫が山に迷い込んで捕獲されていることが明らかになりました。一

応、猫の譲渡の機会は与えられていますが 

・「県が運営する迷子犬猫情報サイトでの公開や里親募集は一切しない」 

・「捕獲後１週間で元の飼い主や譲渡先が見つからなければ殺処分」 

・「譲渡希望者は所得証明書、納税証明書の提出が必須義務」 

など、捕獲された猫が生き延びるためのハードルは、徳之島、天売島など、他地域でノ

ネコを譲渡している例と比べても、かつて類を見ないほど高く、これは猫の生き延びる

機会の損失になります。 

島民の方の南海日日新聞への投稿を拝見しても「譲渡申請させないためにわざとハード

ルを高くしている」と書かれています。（添付書類１参照） 

 

これまでに捕獲されたすべてのノネコは東京の NPO 法人ゴールゼロ、沖縄の NPO

法人ケルビムなどの必死の努力により綱渡りのように一頭一頭の命がつながり殺処分

ゼロが続いています。しかし現在の条件下では、費用と時間がかかりすぎて殺処分ゼロ

の継続が極めて困難です。 

そこで、無慈悲な殺処分を回避するために下記事項の実現を緊急に求めます。 

 

記 

 

１． 譲渡希望者に義務付けられた提出書類が多い事により譲渡の機会を損失していま

す。提出書類から納税証明、所得証明などを削除して鹿児島県動物愛護センターで

実施している譲渡事業と同等にしてください。 
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２． 駆除を行う前に、平成１５年から１５年間行われていない奄美大島全体のクロウ

サギの生息個体数の調査を速やかに行い、結果を公表してください。 

 

３． すでに TNR 不妊手術済みのさくらねこが捕獲されています。飼い猫、ノラネコ、

地域猫、さくらねこ（TNR の際に手術済の印に耳先を V 字カットされた猫）が森

に入りノネコとまちがって捕獲されることが明らかです。速やかに探すことができ

るように「環境省 収容動物検索情報サイト 迷子にさせてしまったら」の内容に

従って「鹿児島県迷子犬猫情報サイト」への掲載をしてください。 

 

４． すでに「さくらねこ」が捕獲されています。「さくらねこ」「地域猫」「飼い猫」「マ

イクロチップ未装着の飼い猫」が迷い猫になり森に入って捕獲されたのではないか

と、探している人がいる可能性があります。猫の所有者又は占有者を確認するため

にも、捕獲日時、捕獲場所を速やかに自身の HP や広報紙等で公開してください。 

 

参照 

・「環境省 収容動物検索情報サイト 迷子にさせてしまったら」（添付書類４） 

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/shuyo/if.html 

・「鹿児島県迷子犬猫情報サイト」（添付書類 5） 

http://dogcat.pref.kagoshima.jp/Search/Search_jouto  

 

 

５． 環境省は平成 25 年度、奄美大島山中にて 6 頭のノネコ捕獲を行った後、ノネコ

の譲渡会を開催し全てのノネコが譲渡されました。環境省 奄美野生生物保護セン

ターの HP ネコの飼い主募集（http://amami-wcc.net/cat/）（添付書類３）と同様の

情報公開及び譲渡会の開催をしてください。 

 

６． 現在、毎週月曜日の夕方 18 時前に送られてくるノネコの収容状況連絡メールか

ら、木曜に開催されるマッチング（引取り希望日）までの期間が実質 2 日と短く、

これを逃して、誰も引取りがなかった場合、猫は殺処分されます。譲渡希望者は場

所の確保、航空チケット手配、配車、協力人への呼びかけなどを準備する時間的余

裕が与えられず、冷静な判断のもとに引取りができません。また収容猫に与えられ

たマッチングの機会がたった一回という制度は猫が生きる機会を損失しています。

保護期間を１か月以上取り保護期間中は常に譲渡の機会を与えてください。 

 

７． 殺処分前に全頭引取る方針の NPO 法人ケルビムなどの団体も存在する中、毎月

１回程度の来島で済むようノネコ管理センターでの保護期間を１か月以上に延長

してください。せめて５０頭の収容可能限界頭数を超えるまでは、たとえ保護期間

を超えても飼養してあげてください。 

 

８． 不妊手術およびマイクロチップの装着を島内指定動物病院（鹿児島県獣医師会 大

島支部会員病院）に限定しないでください。ノネコのマッチング後に、島内指定動

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/shuyo/if.html
http://dogcat.pref.kagoshima.jp/Search/Search_jouto
http://amami-wcc.net/cat/
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物病院（獣医師会員病院）での不妊手術、マイクロチップが済むのを待っていては、

当日または翌日に猫を連れて帰ることができず、代理人を立てられない場合には、

島に滞在し続けるか、後日再来島しなくてはなりません。これは猫の生きる機会の

損失になります。不妊手術病院を限定せず、協議会が認定した者には引取り後、速

やかに猫の不妊手術とマイクロチップを約束させて、マッチング当日または翌日に

は猫を連れて帰ることができるようにしてください。 

 

９． どうぶつ基金が運営する「あまみのさくらねこ病院」では 猫の不妊手術、さく

ら耳カット、ワクチン、ノミダニ駆除、マイクロチップ装着をすべて無料で行いま

す。譲渡希望者が「あまみのさくらねこ病院」で無料獣医療を受けることができる

ようにしてください。 

 

本要請に対するご回答を平成 30 年１０月５日までにいただきますようお願いいたし

ます。 

以上 

 

【添付書類】 

添付１．南海日日新聞への投稿（島民の方より） 平成 30 年 7 月 2 日 

添付２．他の地域との譲渡条件の比較 

添付３．環境省 奄美野生生物保護センター「ネコの飼い主募集」 

添付４．環境省「収容動物検索情報サイト 迷子にさせてしまったら」 

添付５．鹿児島県「迷子犬猫情報サイト」 

添付６．鹿児島県「譲渡を受けるには」 

添付７．南海日日新聞記事 平成 28 年 7 月３日 

 

 

 

【ご参考】 

・徳之島にあるノネコセンター（ニャンダーランド）での譲渡の場合（添付書類７） 

譲渡に必要なもの：誓約書の提出と誓約書のための印鑑。証明書は不要。 

（島民からは登録料の 500 円を徴収） 

譲 渡 の 条 件 ：特になし。 

そ の 他 ：平日だけでなく、土日祝でも見学できる。 

現在、60 頭程のノネコを保護している。 
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添付１ 

・南海日日新聞への投稿（島民の方より）平成 30 年 7 月 2 日 

 

＜3 面 ひろば＞ 

「ノネコセンター、手続き簡略化を」 

 

 奄美ノネコセンターの運用が７月から始まるという。６月２１日付の本紙で知った。

問い合わせが１０件、譲渡申請をしたのは１件だそうだ。少ないと思う。それも当然で、

譲渡のために必要な申請には所得証明書、納税証明書、家の広さの証明書や顔写真の提

出まであるのだ。譲渡は平日にしか行われないというのも、働く世代への配慮が足りな

いように思う。しかも個人情報の取扱規定もない。譲渡の許可が何を基準になされるか

も明示されていない。まるで譲渡申請させないためにわざとハードルを高くした水際作

戦のように思える。 

 奄美大島ねこ協議会長は「関心をもって」と呼び掛けていたが、既に奄美の猫への関

心は世界中から集まっている。現に、猫の殺処分を思いとどまってほしいと５万人を超

える署名を同協議会は受け取り済みだ。 

 ぜひ、申請手続きの簡略化を検討してほしい。奄美の自然のために、猫を引取りたい

という旅行者もいるだろう。しかし、保護期間が１週間しかないため、書類をそろえて

いるうちに猫は処分されてしまう。愛猫家が増えている今日の日本で、このノネコセン

ターは逆に言えば奄美の「結い」の象徴になりうる。同協議会が一生懸命、譲渡に取り

組み、殺処分ゼロを達成すれば、奄美の情の深さは、日本のモデルになりうる。世界自

然遺産登録への大きな PR にもなるだろう。手続きを見直すとともに、猫の写真をホー

ムページに掲載するなど、ぜひ申請数が増えるよう、改善してほしい。（奄美大島） 
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添付２ 

・他の地域との譲渡条件の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付３ 

・環境省 奄美野生生物保護センター「ネコの飼い主募集」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 奄美大島 小笠原 御蔵島 天売島 

管理者 奄美大島ねこ対策協議会 － － 
「人と海鳥と猫が共生する天売島」

連絡協議会 

個人への譲渡 
あり 

（団体へ譲渡する条件と同じ） 

－ 

※現在は東京都獣医師会

へのみ譲渡 

あり 

（飼養許可証明書を役場から

もらうこと。証明書の提出は

必要ない。） 

あり 

協議会メンバーの愛護団体の規定に

沿っているが、証明書は不要で同意

書のような形式。 

譲渡先団体 

（順化に協力） 
現在、2団体登録あり。 東京都獣医師会 東京都獣医師会 

北海道海鳥センター（担当者が駐在） 

道内の愛護団体（３団体） 

酪農学園大学 

旭山動物園 

※北海道海鳥センターと愛護団体は

協議会のメンバー。 

譲渡先団体へ 

譲渡する条件 

誓約書、顔写真入り身分証明書、 

納税証明書、所得証明書、 

飼育部屋概要 

特になし 特になし 特になし 

譲渡先団体へ 

譲渡後の条件 

譲渡後の飼養状況の報告を１週間

後、１ヵ月後、２ヵ月後、６ヵ月後、

１年後に協議会へ行う。 

やむを得ず新たな飼い主へ譲渡し

た場合は、速やかに譲渡完了報告

書を協議会へ提出。 

特になし 

特にないが、 

譲渡先が決定したら、名前と

住所を連絡してもらってい

る。 

特にないが、 

協議会が連絡をした時に猫の様子を

教えてもらえるよう、お願いしてい

る。 

公共施設での 

ノネコの 

一時預かり期間 

1週間。（月曜に登録団体にメール

で収容状況を知らせたのち、木曜

日にマッチングできない場合は殺

処分の可能性大。） 

規定はない。 

（半年以上、飼養したこ

ともある） 

規定はない。 

（2 か月程度飼養したことが

ある） 

規定はない。 

（２年弱飼養している猫もいる。現在

も継続飼養のため期間更新中。） 
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添付４ 

・環境省 「収容動物検索情報サイト 迷子にさせてしまったら」 
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添付５ 

・鹿児島県「迷子犬猫情報サイト」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 8 / 9 

 

添付．６ 

・鹿児島県「譲渡を受けるには」 

 http://dogcat.pref.kagoshima.jp/dogcat/event/event_joutokai.html 

 

 

 譲渡を受けるためには，動物愛護センターや保健所で動物愛護講習会を受講する必要

があります。 

 当日は 13 時半から講習会を開催します。講習会を受けたことがない方は講習の開始時

間に遅れないようにお越し下さい。遅刻されますと講習会への参加を受け付けないこと

もありますのでご注意下さい。 

 

 また，過去３年以内に保健所等で実施した講習会を受講し，県が発行する動物愛護講

習会受講済証をお持ちの方は，講習会を受講せずに譲渡会に参加することができます。 

 

 なお，譲渡の申込は，講習会受講済の他に以下の条件を守っていただける方に限りま

す。 

 

○最後まで責任を持って飼育すること（高齢者のみの世帯や一人暮らしの方は， 

有事の際に代わりに世話をしてくれる方を事前に探しておくこと） 

○家族全員が犬猫を飼育することに賛成していること 

○犬や猫を飼育できる物件に住んでいること 

○譲渡後は可能な限り速やかに不妊去勢手術を受けさせること 

（先住犬猫をすでに飼育している場合は不妊去勢手術済であること） 

○ 犬猫を飼育できる住宅であること（集合住宅や賃貸物件にお住まいの場合， 

契約書の写し等ペットを飼育できる環境であることを証明する物を持参して下さい） 

○（犬の場合）登録と狂犬病予防接種を行うこと 

○（猫の場合）完全屋内飼育すること 

○関係法令を遵守すること 

○その他，県が必要と認める条件に同意できること 

 

 

※以上の条件を満たしていない場合，譲渡の申し込みをお断りさせていただくこともあ

ります。 

費用 

動物愛護講習会･･･無料 

譲渡手数料･･･犬，猫１頭につき 2,100 円 
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添付．７ 

・南海日日新聞記事 平成 28 年 7 月３日 

 

http://www.nankainn.com/a-and-p/%E5%A4%A9%E5%9F%8E%E7%94%BA%E3%81

%AB%E3%80%8C%E3%83%8B%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%B

C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%80%8D%E5%AE%8C%E6%88%90 

 

http://www.nankainn.com/a-and-p/%E5%A4%A9%E5%9F%8E%E7%94%BA%E3%81%AB%E3%80%8C%E3%83%8B%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%80%8D%E5%AE%8C%E6%88%90
http://www.nankainn.com/a-and-p/%E5%A4%A9%E5%9F%8E%E7%94%BA%E3%81%AB%E3%80%8C%E3%83%8B%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%80%8D%E5%AE%8C%E6%88%90
http://www.nankainn.com/a-and-p/%E5%A4%A9%E5%9F%8E%E7%94%BA%E3%81%AB%E3%80%8C%E3%83%8B%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%80%8D%E5%AE%8C%E6%88%90

